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追加リスクの個数

なし ○ ○○ それ以上

なし ○ ○○ ○○○ それ以上

情報提供（健診受診者全員）

動機付け支援
（原則 1回）

　　積極的支援
（3～ 6ヵ月程度）

対象者ごとの評価

アウトプット評価
アウトカム評価

プ ロ セ ス 評 価
効 果 の 評 価

計画の策定にもどる

⑤保健指導

⑥評　価


ò�“
�����D

�N
�Ž

	Í
�����D

�N
�Ž

	Í

�/�P
�:�F

�T

�#�.�*�������Ž
	Í

�/�P
�:�F

�T


ò�“
�����D

�N
�Ž

	Í
�����D

�N
�Ž

	Í

�/�P
�:�F

�T

�#�.�*�������Ž
	Í

�/�P
�:�F

�T 
ò�“
�����D

�N
�Ž

	Í
�����D

�N
�Ž

	Í

�/�P
�:�F

�T

�#�.�*�������Ž
	Í

�/�P
�:�F

�T

①アセスメントと診断 健診・保健指導計画作成のための情報収集とデータ分析

②計画の作成 集団の特性や健康課題に合わせた計画の立案・策定

③健診の実施　　　　 対象：40～ 74歳の全被保険者（被扶養者を含む）

・必須項目――身体計測、診察、血圧測定、血液検査、検尿

・詳細な項目――心電図検査、眼底検査、貧血検査（一定基
　　　　　　　準の下、医師が必要と認めた場合に実施）

④保健指導対象者の選定と階層化 健診結果、質問票、生活習慣上の課題の有無等からリスク
の数に応じて保健指導対象者を選定・階層化する。

要医療

：実施回数や参加人数などの事業実施量
：糖尿病当の有病者・予備軍の減少率、保健指導
の効果などの結果評価

：事業実施の過程における評価
：健康度の改善効果と医療費適正化効果など
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6．結核の接触者健診のフロー
　2007（平成 19）年、結核予防法の感染症法への統
合に伴い、感染症法第 17 条に基づき、接触者健康診
断の基準が変更された。
　接触者健診は、1 接触者の発病予防、2 接触者か
らの新たな発病者の早期発見、3 感染源及び感染経
路の探求の３つを目的に、以下の内容を考慮して検討
する。

⒈	初発患者の感染性の評価
	 ①感染性の有無の評価、②感染性（患者側の
感染危険度）の高さの評価

⒉	接触者の感染・発病リスクの評価
⒊	接触者健診の優先度の決定
⒋	初発患者の感染源探求を目的とした健診の企画
⒌	集団感染対策の要否の検討

　この決定を、⑴ 感染性の高さ、⑵ 感染者の感染・
発病リスクの 2 つの組み合わせによって行うことと
し、1 最優先接触者、2 優先接触者、3 低優先接触
者を評価する。

⑴感染性の高さ（患者側の感染危険度）
　従来、「感染危険度指数」（ガフキー号数 × 咳
の持続期間）に基づいて重要度区分が行われてい
たが、基本的には、喀痰検査及び胸部エックス線
検査の結果に基づいた感染性の高さ、すなわち、

「高感染性」、「低感染性」の判定を行う（図 5）。

⑵感染者の感染・発病リスク
　感染者の感染・発病リスクは、「最濃厚接触者」、

「濃厚接触者」「その他の接触者」という従来の 3
区分から「濃厚接触者」と「非濃厚接触者」の 2
区分に簡略化された。また、重症化しやすい乳幼

図５　結核患者の感染性の評価に基づく接触者健診実施の必要性（基本）

「高感染性」
綿密な接触者
の把握と健診
が必要

接触者健診
は不要

「高感染性」
（※3）

綿密な接触者
の把握と健診
が必要

「低感染性」
（※4）

ハイリスク接触
者・濃厚接触
者等の把握と
健診が必要

限られた状況
（※5）におい
てのみ、
接触者健診
を実施（※2）

核酸増幅法
ａｎｄ/ｏｒ培養
でＴＢ（＋）

核酸増幅法
ＴＢ（－）
培養でも
ＴＢ（－）

結核に特徴
的な明らかな
空洞（＋）

空洞（－）
かつ
喀痰培養
ＴＢ（＋）

空洞（－）
かつ
喀痰培養
（－）

注） ＣＤＣのガイドラインを参考に作成（一部改変）   
 上記を基本とするが、感染リスクに関連する行為・環境等も考慮して感染性の高さを評価する 
（※1） 肺実質病変を伴い、喀痰検査で結核菌が検出された場合（小児では稀）
（※2） 小児結核及び若年者の一次結核症（結核性胸膜炎等）の患者では、その感染源の探求を目的とした接触者調査と健診が必要
（※3） 核酸増幅法検査または培養検査で非結核性抗酸菌による病変と判明した場合は「高感染性」の評価を撤回してよい（接触者
 健診は不要）
（※4） 喀痰塗抹陽性例（高感染性）に比べて相対的に感染性が低いという意味
（※5） 例えば、接触者の中に乳幼児（特にＢＣＧ接種歴なし）や免疫低下者等がいた場合

接触者健診
は不要（※2）

肺外結核
（肺結核の合併なし）

喀痰抗酸菌
塗抹（＋）

喀痰塗抹（－）
（原則３回）

肺結核、喉頭結核
（結核性胸膜炎、粟粒結核）（※1）

初発患者の診断名
（結核罹患部位）
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図 6　初発患者が「高感染性」の結核であった場合の接触者健診の優先度の設定

接触者健診を
優先するべき

その他の要素あり？

いいえ

優先接触者

（注 1）小学校就学年齢前の乳幼児 
（注 2）ハイリスク接触者、濃厚接触者等の定義は、「第２章の３」を参照 
（注 3）「優先するべき要素あり」としては、以下のような場合がある 
　　・ 接触者の職業が、いわゆる「デインジャーグループ」に属する場合（教職員、保育士、医師、看護師など）
　　・ 最優先接触者における結核発病率（または感染率）が予想以上に高く「非濃厚接触者」にも健診が必要と判断された場合
　　・ 健診の優先度が低いと考え健診対象外としていた接触者から、結核の発病が認められたため、「非濃厚接触者」にも健診が
 必要と判断された場合
（注 4）非濃厚接触者（注 1～ 3に該当しない場合）は、基本的に「低優先接触者」に区分 

最優先
接触者

上記以外の
ハイリスク接触者？

最優先
接触者

上記以外の
濃厚接触者？

最優先
接触者

接触者が
乳幼児？

最優先
接触者

接触者が
同居者？

初発患者が「高感染性」の結核
（例）喀痰塗抹陽性の肺結核患者など

はい

はい

はい

はい 接触者が
小中学生？

いいえ

優先接触者

はい はい

低優先
接触者

いいえ

←「初発患者の感染性の評価」を参照

（注 1）

（注 2）

（注 2）

（注 3）

（注 4）

図 7　初発患者が「低感染性」の場合の接触者健診の優先度設定

（注 1）小学校就学年齢前の乳幼児
（注 2）ハイリスク接触者、濃厚接触者等の定義は、「第２章の３」を参照

初発患者が「低感染性」の結核
（例）胸部Ｘ線で空洞を認めず、喀痰塗抹検査「陰性」であるが

喀痰培養検査で結核菌「陽性」の肺結核患者など

最優先
接触者

接触者が
同居者？

はい

最優先
接触者

接触者が
乳幼児？

はい

最優先
接触者

接触者が
ハイリスク者？

はい いいえ

優先接触者

はい

低優先
接触者

いいえ
（注２） （注２）

（注１）

その他の
濃厚接触者？
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児、HIV 感染者、免疫抑制状態の者などは、新
たに「ハイリスク接触者」と分類された。

　⑴ で明らかにした高感染、低感染それぞれについ
て、(2) のリスクごとに、接触者健診の優先度を評価
する（図 6 ，図 7）。
　また、結核感染の検査法については、従来は、ツベ
ルクリン反応検査が標準であったが、過去の BCG 接
種の影響を受けない「全血インターフェロンγ応答測
定法：QFT」が第 1 優先に位置づけられた。

7．ワーク・ライフ・バランスと労働者
　近年、わが国では、長時間労働解消のために促進
されてきた「時短」（年間労働時間 1800 年）に加え、
就業形態の多様化への対応が企業に求められている。
　2007（平成 19）年 12 月「仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）憲章」および行動指針が策定され、
2008（平成 20）年３月 24 日、「労働時間等設定改善
指針（労働時間等見直しガイドライン）」が改正された。
　また、非正社員を含めたすべての労働者について、
2008（平成 20）年３月より、労働基準法に定めのな
い労働内容や就業規則等の条件を使用者との間で契約
として自主的に合意を得る労働契約法が施行された。
労使間のトラブル防止や労働者の不利益回避、ワーク・
ライフ・バランスの向上が期待される。

文献

1 近藤克則：「健康格差社会」．医学書院 , 東京 ,2005

2 標準的な健診・保健指導プログラム（確定版・概

要）. 厚生労働省健康局 ,2007 年４月

3 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向け

た手引き . 厚生労働省保険局 ,2007 年 7 月

4 「感染症法に基づく結核の接触者健康診断の手引

き」第３版．結核予防会結核研究所 ,2008 年６月

8．児童虐待防止法と児童福祉法の一部改正

　平成 18 年度に全国の児童相談所に寄せられた児童
虐待相談対応件数は、３万７千件を超え、把握されて
いるだけで年間 50 件前後の虐待による死亡事例が発
生している。
　平成 19 年５月、児童の安全確認等のための立入調

査等の強化、保護者に対する施設入所等の措置のとら
れた児童との面会又は通信等の制限の強化、児童虐待
を行った保護者が指導に従わない場合の措置の明確化
等のための規定の整備を行う改正法が成立、本年４月
１日に施行された。
　児童虐待防止法及び児童福祉法の改正のポイントは
下記の通りである。（雇児発第 0314001 号）

○ 児童虐待防止法の一部改正

　安全確認義務（第８条関係）
（1）　市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長
又は児童相談所長による児童虐待を受けたと思われる
児童の安全確認が努力義務であったのを改め、安全確
認のために必要な措置を講ずることを義務化するもの
とされた。

（2）　市町村長又は都道府県の設置する福祉事務所の
長は、出頭要求、調査質問、立入調査又は一時保護の
実施が適当であると判断した場合には、その旨を都道
府県知事又は児童相談所長に通知するものとされた。

　出頭要求（第８条の２関係）
（1）　都道府県知事は、児童虐待が行われているおそ
れがあると認めるときは、保護者に対し、児童を同伴
して出頭することを求め、児童相談所の職員等に必要
な調査又は質問をさせることができるものとされた。

（2）　都道府県知事は、保護者が (1) の出頭の求めに
応じない場合、立入調査その他の必要な措置を講ずる
ものとされた。

　再出頭要求（第９条の２関係）
都道府県知事は、保護者が正当な理由なく立入調査を
拒否した場合において、児童虐待が行われているおそ
れがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児
童を同伴して出頭することを求め、児童相談所の職員
等に必要な調査又は質問をさせることができるものと
された。

　臨検等（第９条の３から第 10 条の６まで関係）
（1）　都道府県知事は、保護者が５の再出頭要求を拒
否した場合において、児童虐待が行われている疑いが
あるときは、児童の安全の確認を行い又はその安全を
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確保するため、児童の住所又は居所の所在地を管轄す
る地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官が
あらかじめ発する許可状により、児童相談所の職員等
に児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は児童を捜
索させることができるものとされた。

（2）　警察署長に対する援助要請その他の臨検等に当
たって必要な手続等を定めるものとされた。

児童虐待を行った保護者に対する指導（第 11 条関係）
（1）　児童虐待を行った保護者に対する指導に係る勧
告に保護者が従わなかった場合には、当該保護者の児
童について、都道府県知事が一時保護、同意に基づか
ない施設入所等の措置（以下「強制入所等」という。）
その他の必要な措置を講ずる旨が明記された。

（2）　児童虐待を行った保護者が、保護者に対する指
導に係る勧告に従わず、その児童に対し親権を行わせ
ることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必
要に応じて、適切に、親権喪失宣告の請求を行うもの
とされた。

　面会等の制限等（第 12 条から第 12 条の４まで及
び第 17 条関係）

（1）　一時保護及び同意に基づく施設入所等の措置の
場合にも、強制入所等の場合と同様に、児童相談所長
等は、児童虐待を行った保護者について当該児童との
面会又は通信を制限することができるものとされた。

（2）　都道府県知事は、強制入所等の場合において、
（1）により面会及び通信の全部が制限されていると
きは、児童虐待を行った保護者に対し、当該児童の身
辺へのつきまとい又はその住居等の付近でのはいかい
を禁止することを命ずることができるものとされた。
また、この命令の違反につき、罰則を設けるものとさ
れた。

　施設入所等の措置の解除（第 13 条関係）
都道府県知事は、施設入所等の措置を解除するに当
たっては、児童虐待を行った保護者の指導に当たった
児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該保護者に対
し採られた措置の効果、児童虐待が行われることを予
防するために採られる措置について見込まれる効果等
を勘案しなければならないものとされた。

○児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）の一部改正

　要保護児童対策地域協議会（第 25 条の２関係）
地方公共団体は、要保護児童対策地域協議会を置くよ
う努めなければならないものとされた。
　未成年後見人請求の間の親権の代行（第 33 条の７
関係）
児童相談所長は、未成年後見人の選任の請求がされて
いる児童等に対し、親権を行う者又は未成年後見人が
あるに至るまでの間、親権を行うものとされた。

　罰則（第 61 条の５関係）
正当な理由がないのに立入調査を拒否した者に対する
罰金の額を、30 万円以下から 50 万円以下に引き上
げるものとされた。

9．高齢者の医療の確保に関する法律

( 特定健康診査等基本指針 ) 
第十八条 厚生労働大臣は、特定健康診査 ( 糖尿病そ
の他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をい
う。以下同じ。) 及び特定保健指導 ( 特定健康診査の
結果により健康の保持に努める必要がある者として厚
生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専
門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定
めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。) の適切
かつ有効な実施を図るための基本的な指針 ( 以下「特
定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。 
2 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事
項を定めるものとする。 
一 特定健康診査及び特定保健指導 ( 以下「特定健康
診査等」という。) の実施方法に関する基本的な事項 
二 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に
関する基本的な事項 
三 前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定す
る特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項 
3 特定健康診査等基本指針は、健康増進法第九条第一
項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたもので
なければならない。 
4 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、
又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関
係行政機関の長に協議するものとする。 
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5 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、
又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表す
るものとする。 
( 特定健康診査等実施計画 ) 
第十九条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即し
て、五年ごとに、五年を一期として、特定健康診査等
の実施に関する計画 ( 以下「特定健康診査等実施計画」
という。) を定めるものとする。 
2 特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事
項を定めるものとする。 
一 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項 
二 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体
的な目標 
三 前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適
切かつ有効な実施のために必要な事項 
3 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこ
れを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ
ばならない。 
 ( 特定健康診査 ) 
第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づ
き、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上
の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。た
だし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受
け、その結果を証明す 
る書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の
規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けた
ときは、この限りでない。 
( 他の法令に基づく健康診断との関係 ) 
第二十一条 保険者は、加入者が、労働安全衛生法 ( 昭
和四十七年法律第五十七号 ) その他の法令に基づき行
われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合
又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定め
るところにより、前 
条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとす
る。 
2 労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者その
他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を
実施する責務を有する者 ( 以下「事業者等」という。)
は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託すること
ができる。この場合 
において、委託をしようとする事業者等は、その健康
診断の実施に必要な費用を保険者に支払わなければな

らない。 
( 特定健康診査に関する記録の保存 ) 
第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健
康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところ
により、当該特定健康診査に関する記録を保存しなけ
ればならない。同条ただし書の規定により特定健康診
査の結果を証明する書 
面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を
受けた場合又は第二十七条第三項の規定により特定健
康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を
受けた場合においても、同様とする。 
( 特定健康診査の結果の通知 ) 
第二十三条 保険者は、厚生労働省令で定めるところ
により、特定健康診査を受けた加入者に対し、当該
特定健康診査の結果を通知しなければならない。第
二十六条第二項の規定により、特定健康診査に関する
記録の送付を受けた場合に 
おいても、同様とする。 
( 特定保健指導 ) 
第二十四条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基
づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健
指導を行うものとする。 
( 特定保健指導に関する記録の保存 ) 
第二十五条 保険者は、前条の規定により特定保健指
導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければ
ならない。次条第二項の規定により特定保健指導に関
する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第三項の
規定により特定保健指導に関する記録の写しの提供を
受けた場合においても、同様とする。 
( 概算後期高齢者支援金 ) 
第百二十条 前条第一項の概算後期高齢者支援金の額
は、当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連
合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で
定めるところにより算定した当該年度におけるすべて
の保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、
厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度
における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得
た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
とする。 
2 前項の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第
二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項に
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ついての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を
勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で
定めるところにより算定する。 
( 確定後期高齢者支援金 ) 
第百二十一条 第百十九条第一項の確定後期高齢者支
援金の額は、前々年度におけるすべての後期高齢者医
療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で
定めるところにより算定した前々年度におけるすべて
の保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生
労働省令で定めるところにより算定した前々年度にお
ける当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、
確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。 
2 前項の確定後期高齢者支援金調整率は、第十八条第
二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項に
ついての達成状況、保険者に係る加入者の数等を勘案
し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定め
るところにより算定する。 

10．がん対策基本法

第一章　総則

（目的）
第一条 　この法律は、我が国のがん対策がこれまで
の取組により進展し、成果を収めてきたものの、なお、
がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となってい
る等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題と
なっている現状にかんがみ、がん対策の一層の充実を
図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地
方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明
らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定
について定めるとともに、がん対策の基本となる事項
を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に
推進することを目的とする。

（基本理念）
第二条 　がん対策は、次に掲げる事項を基本理念と
して行われなければならない。
一 　がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学
際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予
防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の
成果を普及し、活用し、及び発展させること。
二 　がん患者がその居住する地域にかかわらず等し

く科学的知見に基づく適切ながんに係る医療（以下「が
ん医療」という。）を受けることができるようにする
こと。
三 　がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意
向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるよう
がん医療を提供する体制の整備がなされること。

（国の責務）
第三条 　国は、前条の基本理念（次条において「基
本理念」という。）にのっとり、がん対策を総合的に
策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第四条 　地方公共団体は、基本理念にのっとり、が
ん対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主
体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び
実施する責務を有する。

（医療保険者の責務）
第五条 　医療保険者（介護保険法（平成九年法律第
百二十三号）第七条第七項に規定する医療保険者をい
う。）は、国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に
関する啓発及び知識の普及、がん検診に関する普及啓
発等の施策に協力するよう努めなければならない。

（国民の責務）
第六条 　国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活
習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を
持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとと
もに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなけれ
ばならない。

（医師等の責務）
第七条 　医師その他の医療関係者は、国及び地方公
共団体が講ずるがん対策に協力し、がんの予防に寄与
するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状
況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう
努めなければならない。

（法制上の措置等）
第八条 　政府は、がん対策を実施するため必要な法
制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければな
らない。
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